
合成 算定

種類 項目 単位数 単位

Ａ2 1131
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅠ/3

1,000 １月

Ａ2 1134
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅠ/3・同一

996 単位 ×90％ 896

Ａ2 2131
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅠ/3日割

33 １日

Ａ2 2134
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅠ/3日割・同一

33 単位 ×90％ 30

Ａ2 1231
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅡ/3

1,997 １月

Ａ2 1234
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅡ/3・同一

1991 単位 ×90％ 1,792

Ａ2 2231
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅡ/3日割

65 １日

Ａ2 2234
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅡ/3日割・同一

65 単位 ×90％ 59

Ａ2 1341
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅢ/3

3,168 １月

Ａ2 1344
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅢ/3・同一

3158 単位 ×90％ 2,842

Ａ2 2341
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅢ/3日割

105 １日

Ａ2 2344
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅢ/3日割・同一

104 単位 ×90％ 94

Ａ2 2431
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅣ/3

228 １回

Ａ2 2434
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅣ/3・同一

227単位 ×90％ 204

Ａ2 2531
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅤ/3

231

Ａ2 2534
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅤ/3・同一

230単位 ×90％ 207

Ａ2 2641
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅥ/3

244

Ａ2 2644
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽⅥ/3・同一

243単位 ×90％ 219

Ａ2 1431
訪問型独自短時間ｻｰﾋﾞｽ/3

142

Ａ2 1434
訪問型独自短時間ｻｰﾋﾞｽ/3・同一

141単位 ×90％ 127

Ａ2 6001
訪問型独自サービス同一建物減算

所定単位の 10% 減算 １月

Ａ2 8000
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ特別地域加算

所定単位の 15% 加算 １月

Ａ2 8001
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ特別地域加算日割

所定単位の 15% 加算 １日

Ａ2 8002
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ特別地域加算回数

所定単位の 15% 加算 １回

Ａ2 8100
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ小規模事業所加算

所定単位の 10% 加算 １月

Ａ2 8101
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ小規模事業所加算日数

所定単位の 10% 加算 １日

Ａ2 8102
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ小規模事業所加算回数

所定単位の 10% 加算 １回

Ａ2 8110
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ中山間地域等提供加算

所定単位の 5% 加算 １月

Ａ2 8111
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ中山間地域等加算日割

所定単位の 5% 加算 １日

Ａ2 8112
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ中山間地域等加算回数

所定単位の 5% 加算 １回

Ａ2 4021
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ初回加算/3

170 単位加算 170

Ａ2 4023
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ生活機能向上加算Ⅰ/3

(1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 85 単位加算 85

Ａ2 4022
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ生活機能向上加算Ⅱ/3

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) 170 単位加算 170

Ａ2 6269
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ処遇改善加算Ⅰ

(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)　　所定単位数の137/1000

Ａ2 6270
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ処遇改善加算Ⅱ

(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)　　所定単位数の100/1000

Ａ2 6271
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ処遇改善加算Ⅲ

Ａ2 6273
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ処遇改善加算Ⅳ

Ａ2 6275
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ処遇改善加算Ⅴ

Ａ2 6278
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ特定処遇改善加算Ⅰ

Ａ2 6279
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ特定処遇改善加算Ⅱ

Ａ2 8310
訪問型独自ｻｰﾋﾞｽ令和３年９月３０
日までの上乗せ分

新型コロナウイルス感染症への対応 所定単位数の1/1000 　

【色分けルール】・水色→新設　・黄色→変更 　・灰色→廃止

ト　訪問型ｻｰﾋﾞｽ費
(独自)
(短時間サービス)

事業対象者･要支援1･2（20分未満）

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

１月

ル　介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)　　所定単位数の63/1000

(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)　　所定単位数の42/1000

※1月につき22回まで

　特別地域加算

　中山間地域における小規模事業所加算

ヌ　介護職員処遇改善加算

※単位数は国の基準の概ね８５％（加算や減算の率は国の基準と同率）

リ　生活機能向上連携加算

(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)　(3)で算定した単位数の90%

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

事業所と同一建物利用者又はこれ以外の同一建物の利用
者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)　(3)で算定した単位数の80%

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

事業対象者･要支援1･2（週1回程度）

※1月の中で全部で4回まで

事業対象者･要支援2（週2回を超える程度）

※1月の中で全部で9回から12回まで

(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)　所定単位数の55/1000

　中山間地域に居住する者へのｻｰﾋﾞｽ提供加算

チ　初回加算

ロ
訪問型ｻｰﾋﾞｽ費
(独自)　(Ⅱ)

事業対象者･要支援1･2（週2回程度）

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

事業対象者･要支援2（週2回を超える程度）

※1月の中で全部で5回から8回まで

ハ
訪問型ｻｰﾋﾞｽ費
(独自)　(Ⅲ)

事業対象者･要支援2（週2回を超える程度）

ニ　訪問型ｻｰﾋﾞｽ費
(独自)　(Ⅳ)

ホ　訪問型ｻｰﾋﾞｽ費
(独自)　(Ⅴ)

へ　訪問型ｻｰﾋﾞｽ費
(独自)　(Ⅵ)

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

事業対象者･要支援1･2（週2回程度）

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

事業対象者･要支援1･2（週2回程度）

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

介護予防・日常生活支援総合事業　訪問型サービスＡ　サービスコード表（R３.４～）

　※調理・洗濯・掃除・買い物等の家事の援助（身体介護を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ

サービス内容（略称） 算定項目

イ
訪問型ｻｰﾋﾞｽ費
(独自)　(Ⅰ)

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

事業所と同一敷地利用者又はこれ以外の同一敷地の利用者20人以上にｻｰﾋﾞｽを行う場合

事業対象者･要支援1･2（週1回程度）

事業対象者･要支援1･2（週1回程度）


